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新 旧 対 照 表 

○ 土 地 譲 渡 益 重 課 制 度 及 び 長 期 譲 渡 所 得 課 税 の 特 例 制 度 に 係 る 優 良 住 宅 認 定 事 務 施 行 細 則 

新 旧 

土 地 譲 渡 益 重 課 制 度 及 び 長 期 譲 渡 所 得 課 税 の 特 例 制 度 に 係 る 優 良 住 宅 認

定 事 務 施 行 細 則 

土 地 譲 渡 益 重 課 制 度 及 び 長 期 譲 渡 所 得 課 税 の 特 例 制 度 に 係 る 優 良 住 宅 認

定 事 務 施 行 細 則 

昭 和 四 十 九 年 十 月 八 日 

規 則 第 六 十 八 号 

昭 和 四 十 九 年 十 月 八 日 

規 則 第 六 十 八 号 

 改 正 昭 和 五 二 年 六 月 二 四 日 規 則 第

四 一 号 

昭 和 五 三 年 四 月 一 日 規 則 第

一 八 号 

  改 正 昭 和 五 二 年 六 月 二 四 日 規 則 第

四 一 号 

昭 和 五 三 年 四 月 一 日 規 則 第

一 八 号 

 

   昭 和 五 五 年 三 月 四 日 規 則 第

三 号 

昭 和 五 七 年 七 月 二 三 日 規 則 第

五 四 号 

    昭 和 五 五 年 三 月 四 日 規 則 第

三 号 

昭 和 五 七 年 七 月 二 三 日 規 則 第

五 四 号 

 

   昭 和 六 二 年 一 〇 月 二 二 日 規 則 第

七 一 号 

平 成 元 年 二 月 一 〇 日 規 則 第

一 一 号 

    昭 和 六 二 年 一 〇 月 二 二 日 規 則 第

七 一 号 

平 成 元 年 二 月 一 〇 日 規 則 第

一 一 号 

 

   平 成 四 年 九 月 二 九 日 規 則 第

一 〇 〇 号 

平 成 九 年 三 月 一 四 日 規 則 第

二 一 号 

    平 成 四 年 九 月 二 九 日 規 則 第

一 〇 〇 号 

平 成 九 年 三 月 一 四 日 規 則 第

二 一 号 

 

   平 成 一 二 年 三 月 一 四 日 規 則 第

一 三 号 

平 成 一 五 年 三 月 七 日 規 則 第

二 五 号 

    平 成 一 二 年 三 月 一 四 日 規 則 第

一 三 号 

平 成 一 五 年 三 月 七 日 規 則 第

二 五 号 

 

   平 成 一 五 年 一 〇 月 一 七 日 規 則 第

一 二 七 号 

平 成 一 六 年 一 〇 月 一 五 日 規 則 第

一 六 一 号 

    平 成 一 五 年 一 〇 月 一 七 日 規 則 第

一 二 七 号 

平 成 一 六 年 一 〇 月 一 五 日 規 則 第

一 六 一 号 

 

   平 成 一 七 年 三 月 七 日 規 則 第

二 五 号 

平 成 一 七 年 七 月 二 二 日 規 則 第

一 四 七 号 

    平 成 一 七 年 三 月 七 日 規 則 第

二 五 号 

平 成 一 七 年 七 月 二 二 日 規 則 第

一 四 七 号 

 

   平 成 一 九 年 九 月 二 八 日 規 則 第

八 四 号 

平 成 二 一 年 七 月 一 七 日 規 則 第

七 七 号 

    平 成 一 九 年 九 月 二 八 日 規 則 第

八 四 号 

平 成 二 一 年 七 月 一 七 日 規 則 第

七 七 号 

 

  令 和 四 年 四 月 一 日 規 則 第 

  号 

       

土 地 譲 渡 益 重 課 制 度 及 び 長 期 譲 渡 所 得 課 税 の 特 例 制 度 に 係 る 優 良 住 宅 認

定 事 務 施 行 細 則 

土 地 譲 渡 益 重 課 制 度 及 び 長 期 譲 渡 所 得 課 税 の 特 例 制 度 に 係 る 優 良 住 宅 認

定 事 務 施 行 細 則 

題 名 改 正 〔 昭 和 五 五 年 規 則 三 号 〕 題 名 改 正 〔 昭 和 五 五 年 規 則 三 号 〕 

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 三 項 第 六 号 、 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 、

第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ 及 び 第 六 十 三 条 第 三 項 第 六 号 の 規 定 に よ る

認 定 の 事 務 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 三 項 第 六 号 、 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 、

第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ 、 第 六 十 三 条 第 三 項 第 六 号 及 び 第 六 十 八 条

の 六 十 九 第 三 項 第 六 号 の 規 定 に よ る 認 定 の 事 務 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る
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も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 昭 和 五 二 年 規 則 四 一 号 ・ 五 五 年 三 号 ・ 五 七 年 五 四 号 ・ 六

二 年 七 一 号 ・ 平 成 元 年 一 一 号 ・ 四 年 一 〇 〇 号 ・ 九 年 二 一 号 ・ 一 五 年

二 五 号 ・ 一 二 七 号 ・ 一 六 年 一 六 一 号 ・ 一 七 年 一 四 七 号 ・ 一 九 年 八 四

号 ・ 二 一 年 七 七 号 ・ 令 和 四 年 規 則 号 〕 

一 部 改 正 〔 昭 和 五 二 年 規 則 四 一 号 ・ 五 五 年 三 号 ・ 五 七 年 五 四 号 ・ 六

二 年 七 一 号 ・ 平 成 元 年 一 一 号 ・ 四 年 一 〇 〇 号 ・ 九 年 二 一 号 ・ 一 五 年

二 五 号 ・ 一 二 七 号 ・ 一 六 年 一 六 一 号 ・ 一 七 年 一 四 七 号 ・ 一 九 年 八 四

号 ・ 二 一 年 七 七 号 〕 

（ 認 定 申 請 の 手 続 ） （ 認 定 申 請 の 手 続 ） 

第 二 条 法 第 二 十 八 条 の 四 第 三 項 第 六 号 、 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 、

第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ 又 は 第 六 十 三 条 第 三 項 第 六 号 の 規 定 に よ る

認 定 （ 以 下 「 優 良 住 宅 認 定 」 と い う 。 ） を 受 け よ う と す る 者 は 、 住 宅 の 新 築

の 工 事 が 完 了 し た 後 に 、 優 良 住 宅 認 定 申 請 書 （ 別 記 第 一 号 様 式 ） に 次 の 各 号

に 掲 げ る 図 書 を 添 え て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第 三 十 一

条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ の 規 定 に よ る

認 定 の 申 請 は 、 認 定 が 可 能 な 程 度 に 住 宅 の 新 築 の 工 事 が 進 捗 し て い る 場 合 に

お い て は 、 当 該 工 事 が 完 了 す る 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。 

第 二 条 法 第 二 十 八 条 の 四 第 三 項 第 六 号 、 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 、

第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ 、 第 六 十 三 条 第 三 項 第 六 号 又 は 第 六 十 八 条

の 六 十 九 第 三 項 第 六 号 の 規 定 に よ る 認 定 （ 以 下 「 優 良 住 宅 認 定 」 と い う 。 ）

を 受 け よ う と す る 者 は 、 住 宅 の 新 築 の 工 事 が 完 了 し た 後 に 、 優 良 住 宅 認 定 申

請 書 （ 別 記 第 一 号 様 式 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ る 図 書 を 添 え て 知 事 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条

の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 は 、 認 定 が 可 能 な 程 度 に 住 宅

の 新 築 の 工 事 が 進 ち よ く し て い る 場 合 に お い て は 、 当 該 工 事 が 完 了 す る 前 に

お い て も 行 う こ と が で き る 。 

一 新 築 さ れ た 住 宅 の 敷 地 の 用 に 供 さ れ た 一 団 の 宅 地 （ 以 下 「 一 団 の 宅 地 」

と い う 。 ） の 地 積 測 量 図 

一 新 築 さ れ た 住 宅 の 敷 地 の 用 に 供 さ れ た 一 団 の 宅 地 （ 以 下 「 一 団 の 宅 地 」

と い う 。 ） の 地 積 測 量 図 

二 一 団 の 宅 地 に 係 る 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書 二 一 団 の 宅 地 に 係 る 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書 

三 一 団 の 宅 地 に つ い て 、 宅 地 の 造 成 を 要 し な い こ と を 証 明 す る 書 類 三 一 団 の 宅 地 に つ い て 、 宅 地 の 造 成 を 要 し な い こ と を 証 明 す る 書 類 

四 一 団 の 宅 地 の 付 近 見 取 図 方 位 、 道 路 、 目 標 と な る 地 物 等 を 記 載 し た 図

面 

四 一 団 の 宅 地 の 付 近 見 取 図 方 位 、 道 路 、 目 標 と な る 地 物 等 を 記 載 し た 図

面 

五 建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 六 条 第 一 項 又 は 第 六 条 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認 済 証 の 写 し 及 び 同 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の

二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 写 し 

五 建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 六 条 第 一 項 又 は 第 六 条 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認 済 証 の 写 し 及 び 同 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の

二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 写 し 

六 申 請 者 の 宅 地 建 物 取 引 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 七 十 六 号 ） に 基 づ く

資 格 、 設 計 者 及 び 工 事 監 理 者 の 建 築 士 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 号 ）

に 基 づ く 資 格 並 び に 工 事 施 工 者 の 建 設 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 号 ） に

基 づ く 資 格 を 有 す る こ と を 証 明 す る 書 類 
六 申 請 者 の 宅 地 建 物 取 引 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 七 十 六 号 ） に 基 づ く

資 格 、 設 計 者 及 び 工 事 監 理 者 の 建 築 士 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 号 ）

に 基 づ く 資 格 並 び に 工 事 施 工 者 の 建 設 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 号 ） に

基 づ く 資 格 を 有 す る こ と を 証 明 す る 書 類 

七 床 面 積 計 算 書 各 戸 及 び 各 階 ご と に 、 居 住 の 用 に 供 す る 部 分 と 居 住 の 用

に 供 す る 部 分 以 外 の 部 分 と の 別 、 専 有 部 分 と 共 用 部 分 と の 別 、 住 宅 部 分 と

非 住 宅 部 分 と の 別 、 延 べ 床 面 積 、 各 階 ご と の 床 面 積 そ の 他 住 宅 の 居 住 の 用

に 供 す る 部 分 を 算 定 す る た め に 必 要 な 事 項 を 記 載 し た も の 

七 床 面 積 計 算 書 各 戸 及 び 各 階 ご と に 、 居 住 の 用 に 供 す る 部 分 と 居 住 の 用

に 供 す る 部 分 以 外 の 部 分 と の 別 、 専 有 部 分 と 共 用 部 分 と の 別 、 住 宅 部 分 と

非 住 宅 部 分 と の 別 、 延 べ 床 面 積 、 各 階 ご と の 床 面 積 そ の 他 住 宅 の 居 住 の 用

に 供 す る 部 分 を 算 定 す る た め に 必 要 な 事 項 を 記 載 し た も の 

八 各 階 平 面 図 方 位 、 間 取 、 各 室 の 用 途 、 壁 の 位 置 及 び 種 類 、 台 所 等 の 設

備 並 び に 床 面 積 計 算 上 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 図 面 で 縮 尺 百 分 の 一 で あ る も

八 各 階 平 面 図 方 位 、 間 取 、 各 室 の 用 途 、 壁 の 位 置 及 び 種 類 、 台 所 等 の 設

備 並 び に 床 面 積 計 算 上 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 図 面 で 縮 尺 百 分 の 一 で あ る も
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の の 
九 台 所 、 水 洗 便 所 、 洗 面 設 備 、 浴 室 並 び に 収 納 設 備 に 関 す る 説 明 書 及 び 図

面 

九 台 所 、 水 洗 便 所 、 洗 面 設 備 、 浴 室 並 び に 収 納 設 備 に 関 す る 説 明 書 及 び 図

面 

十 配 置 図 方 位 、 敷 地 の 境 界 線 、 敷 地 内 に お け る 家 屋 及 び 附 属 家 屋 の 位 置

並 び に 敷 地 面 積 計 算 に 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 図 面 で 縮 尺 百 分 の 一 で あ る も

の 

十 配 置 図 方 位 、 敷 地 の 境 界 線 、 敷 地 内 に お け る 家 屋 及 び 附 属 家 屋 の 位 置

並 び に 敷 地 面 積 計 算 に 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 図 面 で 縮 尺 百 分 の 一 で あ る も

の 

十 一 敷 地 面 積 計 算 書 十 一 敷 地 面 積 計 算 書 

十 二 請 負 契 約 書 そ の 他 の 書 類 又 は そ の 写 し で 、 住 宅 の 建 築 費 の 証 明 と な

る も の 

十 二 請 負 契 約 書 そ の 他 の 書 類 又 は そ の 写 し で 、 住 宅 の 建 築 費 の 証 明 と な

る も の 

十 三 建 築 費 計 算 書 総 建 築 費 及 び そ の 細 目 （ 本 体 工 事 、 特 殊 基 礎 工 事 及 び

各 附 属 設 備 工 事 ご と に 、 昭 和 五 十 四 年 建 設 省 告 示 第 七 百 六 十 八 号 第 三 の 四

に 規 定 す る 建 築 費 に 含 ま れ る 費 用 と 含 ま れ な い 費 用 と の 区 別 に 従 つ て 記 載

す る 。 ） 、 請 負 契 約 書 そ の 他 の 書 類 と の 関 連 に 関 す る 説 明 並 び に 三 ・ 三 平

方 メ ー ト ル 当 た り の 建 設 費 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た も の 

十 三 建 築 費 計 算 書 総 建 築 費 及 び そ の 細 目 （ 本 体 工 事 、 特 殊 基 礎 工 事 及 び

各 附 属 設 備 工 事 ご と に 、 昭 和 五 十 四 年 建 設 省 告 示 第 七 百 六 十 八 号 第 三 の 四

に 規 定 す る 建 築 費 に 含 ま れ る 費 用 と 含 ま れ な い 費 用 と の 区 別 に 従 つ て 記 載

す る 。 ） 、 請 負 契 約 書 そ の 他 の 書 類 と の 関 連 に 関 す る 説 明 並 び に 三 ・ 三 平

方 メ ー ト ル 当 た り の 建 設 費 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た も の 

十 四 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類 十 四 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類 

一 部 改 正 〔 昭 和 五 二 年 規 則 四 一 号 ・ 五 五 年 三 号 ・ 五 七 年 五 四 号 ・ 六

二 年 七 一 号 ・ 平 成 元 年 一 一 号 ・ 四 年 一 〇 〇 号 ・ 九 年 二 一 号 ・ 一 二 年

一 三 号 ・ 一 五 年 二 五 号 ・ 一 二 七 号 ・ 一 六 年 一 六 一 号 ・ 一 七 年 二 五 号 ・

一 四 七 号 ・ 一 九 年 八 四 号 ・ 二 一 年 七 七 号 ・ 令 和 四 年 規 則 号 〕 

一 部 改 正 〔 昭 和 五 二 年 規 則 四 一 号 ・ 五 五 年 三 号 ・ 五 七 年 五 四 号 ・ 六

二 年 七 一 号 ・ 平 成 元 年 一 一 号 ・ 四 年 一 〇 〇 号 ・ 九 年 二 一 号 ・ 一 二 年

一 三 号 ・ 一 五 年 二 五 号 ・ 一 二 七 号 ・ 一 六 年 一 六 一 号 ・ 一 七 年 二 五 号 ・

一 四 七 号 ・ 一 九 年 八 四 号 ・ 二 一 年 七 七 号 〕 

（ 認 定 申 請 の 手 続 の 特 例 ） （ 認 定 申 請 の 手 続 の 特 例 ） 

第 三 条 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 住 宅 の 新 築 の 工 事 完 了 前 に 法 第 三 十 一 条 の

二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ の 規 定 に よ る 認 定

を 受 け た 者 で 、 当 該 工 事 が 完 了 し た 後 に 法 第 二 十 八 条 の 四 第 三 項 第 六 号 又 は

第 六 十 三 条 第 三 項 第 六 号 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け よ う と す る も の は 、 優 良 住

宅 認 定 申 請 書 （ 別 記 第 一 号 様 式 ） に 法 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 又 は

第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 旨 及 び 認 定 番 号

を 記 載 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 図 書 を 添 え て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 
第 三 条 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 住 宅 の 新 築 の 工 事 完 了 前 に 法 第 三 十 一 条 の

二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ の 規 定 に よ る 認 定

を 受 け た 者 で 、 当 該 工 事 が 完 了 し た 後 に 法 第 二 十 八 条 の 四 第 三 項 第 六 号 、 第

六 十 三 条 第 三 項 第 六 号 又 は 第 六 十 八 条 の 六 十 九 第 三 項 第 六 号 の 規 定 に よ る 認

定 を 受 け よ う と す る も の は 、 優 良 住 宅 認 定 申 請 書 （ 別 記 第 一 号 様 式 ） に 法 第

三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ の 規 定

に よ る 認 定 を 受 け た 旨 及 び 認 定 番 号 を 記 載 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 図 書 を 添 え

て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 法 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号

ニ の 規 定 に よ る 認 定 書 の 写 し 

一 法 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号

ニ の 規 定 に よ る 認 定 書 の 写 し 

二 建 築 基 準 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の

写 し 

二 建 築 基 準 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の

写 し 

三 法 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号

ニ の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 後 の 設 計 上 の 変 更 事 項 等 に 関 す る 書 類 

三 法 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号

ニ の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 後 の 設 計 上 の 変 更 事 項 等 に 関 す る 書 類 
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四 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類 四 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類 

追 加 〔 昭 和 五 五 年 規 則 三 号 〕 、 一 部 改 正 〔 昭 和 五 七 年 規 則 五 四 号 ・

六 二 年 七 一 号 ・ 平 成 元 年 一 一 号 ・ 四 年 一 〇 〇 号 ・ 九 年 二 一 号 ・ 一 二

年 一 三 号 ・ 一 五 年 二 五 号 ・ 一 二 七 号 ・ 一 六 年 一 六 一 号 ・ 一 七 年 一 四

七 号 ・ 一 九 年 八 四 号 ・ 二 一 年 七 七 号 ・ 令 和 四 年 規 則 号 〕 

追 加 〔 昭 和 五 五 年 規 則 三 号 〕 、 一 部 改 正 〔 昭 和 五 七 年 規 則 五 四 号 ・

六 二 年 七 一 号 ・ 平 成 元 年 一 一 号 ・ 四 年 一 〇 〇 号 ・ 九 年 二 一 号 ・ 一 二

年 一 三 号 ・ 一 五 年 二 五 号 ・ 一 二 七 号 ・ 一 六 年 一 六 一 号 ・ 一 七 年 一 四

七 号 ・ 一 九 年 八 四 号 ・ 二 一 年 七 七 号 〕 

（ 認 定 の 基 準 ） （ 認 定 の 基 準 ） 

第 四 条 知 事 は 、 優 良 住 宅 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 当 該 申 請 に 係 る

住 宅 の 新 築 が 昭 和 五 十 四 年 建 設 省 告 示 第 七 百 六 十 八 号 に 規 定 す る 基 準 に 適 合

し な い と 認 め る と き は 認 定 し な い も の と す る 。 

第 四 条 知 事 は 、 優 良 住 宅 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 当 該 申 請 に 係 る

住 宅 の 新 築 が 昭 和 五 十 四 年 建 設 省 告 示 第 七 百 六 十 八 号 に 規 定 す る 基 準 に 適 合

し な い と 認 め る と き は 認 定 し な い も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 昭 和 五 五 年 規 則 三 号 〕 一 部 改 正 〔 昭 和 五 五 年 規 則 三 号 〕 

（ 認 定 書 の 交 付 ） （ 認 定 書 の 交 付 ） 

第 五 条 知 事 は 、 優 良 住 宅 認 定 を 行 つ た 場 合 は 、 優 良 住 宅 認 定 書 （ 別 記 第 二 号

様 式 ） を 申 請 者 に 交 付 す る も の と す る 。 

第 五 条 知 事 は 、 優 良 住 宅 認 定 を 行 つ た 場 合 は 、 優 良 住 宅 認 定 書 （ 別 記 第 二 号

様 式 ） を 申 請 者 に 交 付 す る も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 昭 和 五 五 年 規 則 三 号 ・ 六 二 年 七 一 号 ・ 令 和 四 年 規 則 号 〕 一 部 改 正 〔 昭 和 五 五 年 規 則 三 号 ・ 六 二 年 七 一 号 〕 

（ 申 請 書 等 の 提 出 部 数 ） （ 申 請 書 等 の 提 出 部 数 ） 

第 六 条 第 二 条 の 規 定 に よ る 優 良 住 宅 認 定 申 請 書 及 び そ の 添 付 図 書 の 提 出 部 数

は 、 各 一 部 と す る 。 

第 六 条 第 二 条 の 規 定 に よ る 優 良 住 宅 認 定 申 請 書 及 び そ の 添 付 図 書 の 提 出 部 数

は 、 各 一 部 と す る 。 

一 部 改 正 〔 昭 和 五 五 年 規 則 三 号 〕 一 部 改 正 〔 昭 和 五 五 年 規 則 三 号 〕 

附 則 附 則 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 昭 和 五 十 二 年 六 月 二 十 四 日 規 則 第 四 十 一 号 ） 附 則 （ 昭 和 五 十 二 年 六 月 二 十 四 日 規 則 第 四 十 一 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 昭 和 五 十 三 年 四 月 一 日 規 則 第 十 八 号 ） 附 則 （ 昭 和 五 十 三 年 四 月 一 日 規 則 第 十 八 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 昭 和 五 十 五 年 三 月 四 日 規 則 第 三 号 ） 附 則 （ 昭 和 五 十 五 年 三 月 四 日 規 則 第 三 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 昭 和 五 十 七 年 七 月 二 十 三 日 規 則 第 五 十 四 号 ） 附 則 （ 昭 和 五 十 七 年 七 月 二 十 三 日 規 則 第 五 十 四 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 昭 和 六 十 二 年 十 月 二 十 二 日 規 則 第 七 十 一 号 ） 附 則 （ 昭 和 六 十 二 年 十 月 二 十 二 日 規 則 第 七 十 一 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 元 年 二 月 十 日 規 則 第 十 一 号 ） 附 則 （ 平 成 元 年 二 月 十 日 規 則 第 十 一 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 四 年 九 月 二 十 九 日 規 則 第 百 号 ） 附 則 （ 平 成 四 年 九 月 二 十 九 日 規 則 第 百 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 
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１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 造 成 工 事 に 着 手 し 、 又 は 既 に 造 成 工 事 を 完 了 し て

い る 宅 地 の 造 成 に つ い て 、 法 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 八 号 ハ の 規 定 に よ る 認

定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 改 正 後 の 土 地 譲 渡 益 重 課 制 度 及 び 長 期 譲 渡 所 得 課

税 の 特 例 制 度 に 係 る 優 良 住 宅 認 定 事 務 施 行 細 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て 九 十 日 以 内 に 限 り 認 定 の 申 請 を す る

こ と が で き る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 造 成 工 事 に 着 手 し 、 又 は 既 に 造 成 工 事 を 完 了 し て

い る 宅 地 の 造 成 に つ い て 、 法 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 八 号 ハ の 規 定 に よ る 認

定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 改 正 後 の 土 地 譲 渡 益 重 課 制 度 及 び 長 期 譲 渡 所 得 課

税 の 特 例 制 度 に 係 る 優 良 住 宅 認 定 事 務 施 行 細 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て 九 十 日 以 内 に 限 り 認 定 の 申 請 を す る

こ と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 九 年 三 月 十 四 日 規 則 第 二 十 一 号 ） 附 則 （ 平 成 九 年 三 月 十 四 日 規 則 第 二 十 一 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 二 年 三 月 十 四 日 規 則 第 十 三 号 ） 附 則 （ 平 成 十 二 年 三 月 十 四 日 規 則 第 十 三 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 五 年 三 月 七 日 規 則 第 二 十 五 号 ） 附 則 （ 平 成 十 五 年 三 月 七 日 規 則 第 二 十 五 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 五 年 十 月 十 七 日 規 則 第 百 二 十 七 号 ） 附 則 （ 平 成 十 五 年 十 月 十 七 日 規 則 第 百 二 十 七 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 六 年 十 月 十 五 日 規 則 第 百 六 十 一 号 ） 附 則 （ 平 成 十 六 年 十 月 十 五 日 規 則 第 百 六 十 一 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 七 年 三 月 七 日 規 則 第 二 十 五 号 ） 附 則 （ 平 成 十 七 年 三 月 七 日 規 則 第 二 十 五 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 、 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙

は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

と が で き る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 、 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙

は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 十 七 年 七 月 二 十 二 日 規 則 第 百 四 十 七 号 ） 附 則 （ 平 成 十 七 年 七 月 二 十 二 日 規 則 第 百 四 十 七 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 九 年 九 月 二 十 八 日 規 則 第 八 十 四 号 ） 附 則 （ 平 成 十 九 年 九 月 二 十 八 日 規 則 第 八 十 四 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 一 年 七 月 十 七 日 規 則 第 七 十 七 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 一 年 七 月 十 七 日 規 則 第 七 十 七 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 令 和 四 年 四 月 一 日 規 則 第  号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 規 則 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 記 別 記 
第 一 号 様 式 

（ 第 二 条 及 び 第 三 条 ） 

第 一 号 様 式 

（ 第 二 条 及 び 第 三 条 ） 

全 部 改 正 〔 昭 和55 年 規 則 ３ 号 〕 、 一 部 改 正 〔 昭 和57 年 規 則54 号 ・62
年71 号 ・ 平 成 元 年11 号 ・ ４ 年100 号 ・ ９ 年21 号 ・15 年25 号 ・127 号 ・

16 年161 号 ・17 年147 号 ・19 年84 号 ・21 年77 号 ・ 令 和4 年 規 則 号 〕 

全 部 改 正 〔 昭 和55 年 規 則 ３ 号 〕 、 一 部 改 正 〔 昭 和57 年 規 則54 号 ・62

年71 号 ・ 平 成 元 年11 号 ・ ４ 年100 号 ・ ９ 年21 号 ・15 年25 号 ・127 号 ・

16 年161 号 ・17 年147 号 ・19 年84 号 ・21 年77 号 〕 

第 二 号 様 式 

（ 第 五 条 ） 

第 二 号 様 式 

（ 第 五 条 ） 

全 部 改 正 〔 昭 和62 年 規 則71 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成 元 年 規 則11 号 ・ ４

年100 号 ・ ９ 年21 号 ・15 年25 号 ・127 号 ・16 年161 号 ・17 年147 号 ・19

年84 号 ・21 年77 号 ・ 令 和4 年 規 則 号 〕 

全 部 改 正 〔 昭 和62 年 規 則71 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成 元 年 規 則11 号 ・ ４

年100 号 ・ ９ 年21 号 ・15 年25 号 ・127 号 ・16 年161 号 ・17 年147 号 ・19

年84 号 ・21 年77 号 〕 

 



 

 

（新） 

別記第一号様式（第二条及び第三条） 

優 良 住 宅 認 定 申 請 書                

年  月  日  ※手数料欄  

   千葉県知事     様 

住 所            

氏 名            

(
法人にあつては、名称、
主たる事務所の所在地及
び代表者の氏名 )   

租税特別措置法              の規定により優良な住宅の供給に寄与 

する旨の認定を申請します。 

住 

宅 
新 

築 

事 

業 

の 

概 

要 

新 築 住 宅 の 所 在 地  

新 築 住 宅 の 名 称  

  申 請 部 分 一 団 地 全 体 の 概 要 

新 築 住 宅 の 戸 数 棟    戸 棟    戸 

住 宅 の 床 面 積 ㎡ ㎡ 

住 宅 の 敷 地 面 積 ㎡ ㎡ 

住 宅 の 構 造   

住 宅 の 建 築 費 万円／3.3㎡  

都市計画区域の名称  

中高層耐火共同住宅の階
数 

 

摘 要  

※受付欄  

第28条の４第３項第６号 
第31条の２第２項第15号ニ 
第62条の３第４項第15号ニ 
第63条第３項第６号 



 

 

（新） 

※認定欄  

 



 

 

（新） 

 注 

１ ※のある欄には、記載しないこと。 

２ 住宅が一棟の家屋の一つの部分である場合にあつては、住宅以外の部分も含めて

それぞれの部分について別紙１に記載し、住宅の床面積及び住宅の敷地面積の欄に

は、当該一棟の家屋の床面積及びその敷地面積を記載すること。 

３ 申請が一団の住宅に係るものである場合にあつては、それぞれの住宅について別

紙２に記載し、住宅の床面積及び住宅の敷地面積の欄には、当該一団の住宅の床面

積の合計及び敷地面積を記載すること。 

４ 申請が既に租税特別措置法第31条の２第２項第15号ニ又は第62条の３第４項第15

号ニの規定による認定を受けた住宅についての同法第28条の４第３項第６号又は第

63条第３項第６号の規定による認定の申請である場合にあつては、その旨並びに既

に受けた認定の年月日及び番号を摘要欄に記載すること。 

５ 認定申請に当たつては、当該認定の根拠となる条項以外の条項は抹消すること。 

 別紙１ 

 

番 
 
 
 

号 

床        面        積 

専 有 部 分 の 床 面 積 
共用部分
の床面積 
（㎡） 

計 備  考 居住の用に供す
る部分の床面積 

（㎡） 

居住の用に供する
部分以外の部分の
床面積（㎡）   

住
宅
の
部
分 

      

計      

部
分 

 
 
 

住
宅
以
外
の 

      

計      

合 計      

申請家屋の敷地面積 
（㎡） 

申請家屋の延べ床面積 
（㎡） 

延べ床面積／敷地面積 

   

 



 

 

（新） 

 別紙２ 

住宅番号 住宅の所在地 
住宅の床
面積 
（㎡） 

住宅の敷
地面積 
（㎡） 

住宅の構造 
住宅の建築単価 
（万円／3.3㎡） 

      

計      

 



 

 

（旧） 

別記第一号様式（第二条及び第三条） 

優 良 住 宅 認 定 申 請 書                

年  月  日  ※手数料欄  

   千葉県知事     様 

住 所            

氏 名        ○印    

(
法人にあつては、名称、
主たる事務所の所在地及
び代表者の氏名 )   

租税特別措置法 

第28条の４第３項第６号
第31条の２第２項第15号ニ
第62条の３第４項第15号ニ
第63条第３項第６号
第68条の69第３項第６号

 の規定により優良な住宅の供給に寄与 

する旨の認定を申請します。 

住 

宅 

新 
築 

事 

業 

の 

概 

要 

新 築 住 宅 の 所 在 地  

新 築 住 宅 の 名 称  

  申 請 部 分 一 団 地 全 体 の 概 要 

新 築 住 宅 の 戸 数 棟    戸 棟    戸 

住 宅 の 床 面 積 ㎡ ㎡ 

住 宅 の 敷 地 面 積 ㎡ ㎡ 

住 宅 の 構 造   

住 宅 の 建 築 費 万円／3.3㎡  

都市計画区域の名称  

中高層耐火共同住宅の階
数 

 

摘 要  

※受付欄  



 

 

（旧） 

※認定欄  

 



 

 

（旧） 

 注 

１ ※のある欄には、記載しないこと。 

２ 個人が申請する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略するこ

とができる。 

３ 住宅が一棟の家屋の一つの部分である場合にあつては、住宅以外の部分も含めて

それぞれの部分について別紙１に記載し、住宅の床面積及び住宅の敷地面積の欄に

は、当該一棟の家屋の床面積及びその敷地面積を記載すること。 

４ 申請が一団の住宅に係るものである場合にあつては、それぞれの住宅について別

紙２に記載し、住宅の床面積及び住宅の敷地面積の欄には、当該一団の住宅の床面

積の合計及び敷地面積を記載すること。 

５ 申請が既に租税特別措置法第31条の２第２項第15号ニ又は第62条の３第４項第15

号ニの規定による認定を受けた住宅についての同法第28条の４第３項第６号、第63

条第３項第６号又は第68条の69第３項第６号の規定による認定の申請である場合に

あつては、その旨並びに既に受けた認定の年月日及び番号を摘要欄に記載すること。 

６ 認定申請に当たつては、当該認定の根拠となる条項以外の条項は抹消すること。 

 別紙１ 

 

番 
 
 
 

号 

床        面        積 

専 有 部 分 の 床 面 積 
共用部分
の床面積 
（㎡） 

計 備  考 居住の用に供す
る部分の床面積 

（㎡） 

居住の用に供する
部分以外の部分の
床面積（㎡）   

住
宅
の
部
分 

      

計      

部
分 

 
 
 

住
宅
以
外
の 

      

計      

合 計      

申請家屋の敷地面積 
（㎡） 

申請家屋の延べ床面積 
（㎡） 

延べ床面積／敷地面積 

   

 



 

 

（旧） 

 別紙２ 

住宅番号 住宅の所在地 
住宅の床
面積 
（㎡） 

住宅の敷
地面積 
（㎡） 

住宅の構造 
住宅の建築単価 
（万円／3.3㎡） 

      

計      

 



 

 

（新） 

別記第二号様式（第五条） 

優良住宅認定書 

 

第     号   

年  月  日   

 

千葉県知事        □印    

 

下記の住宅の新築は、租税特別措置法  

 に規定する優良な住宅の供給に寄与するものとして認定します。 

 

記 

 １ 新築住宅の所在地及び名称 

 ２ 住宅の敷地の地番 

 ３ 住宅の床面積 

 ４ 認定を受けた者の住所又は所在地 

 ５ 認定を受けた者の氏名又は名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第28条の４第３項第６号 

第31条の２第２項第15号ニ 

第62条の３第４項第15号ニ 

第63条第３項第６号 



 

 

（旧） 

別記第二号様式（第五条） 

優良住宅認定書 

 

第     号   

年  月  日   

 

千葉県知事        □印    

 

下記の住宅の新築は、租税特別措置法 

第28条の４第３項第６号
第31条の２第２項第15号ニ
第62条の３第４項第15号ニ
第63条第３項第６号
第68条の69第３項第６号

 に規定する優良

な住宅の供給に寄与するものとして認定します。 

 

記 

 １ 新築住宅の所在地及び名称 

 ２ 住宅の敷地の地番 

 ３ 住宅の床面積 

 ４ 認定を受けた者の住所又は所在地 

 ５ 認定を受けた者の氏名又は名称 


